
総務文教委員会 主な審査内容 定例会
第
５
回

市
長
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
責
に

関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

条
例
第
１
条
の
中
で
、
「
市
長
若
し
く
は

委
員
会
の
委
員
若
し
く
は
委
員
又
は
職

員
」
と
あ
る
が
、
具
体
的
な
対
象
者
に
つ

い
て
問
う
。

「
委
員
会
の
委
員
若
し
く
は
委
員
」
と

は
、
地
方
自
治
法
で
、
執
行
機
関
と
し
て

地
方
公
共
団
体
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
委
員
会
及
び
委
員
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
教
育
委
員
会
、
選
挙
管
理
委
員
会
な

ど
の
委
員
会
の
委
員
及
び
監
査
委
員
を
指

す
。

次
に
、
職
員
と
は
、
市
長
以
外
の
常
勤
特

別
職
で
あ
る
副
市
長
、
教
育
長
及
び
一
般

職
の
職
員
を
指
し
、
常
勤
一
般
職
員
、
再

任
用
職
員
、
会
計
年
度
任
用
職
員
が
対
象

と
な
る
。

最
低
負
担
額
に
つ
い
て
役
職
に
応
じ
て
定

め
る
数
を
乗
じ
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る

が
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
問
う
。

地
方
自
治
法
施
行
令
に
、
職
員
や
委
員
の

種
別
ご
と
に
、
最
低
負
担
額
に
つ
い
て

は
、
給
与
や
報
酬
の
一
会
計
年
度
当
た
り

の
額
に
相
当
す
る
額
に
一
定
の
数
を
乗
じ

て
得
た
額
を
基
準
と
す
る
こ
と
が
定
め
ら

れ
て
い
る
。

こ
の
最
低
負
担
額
は
、
免
除
さ
れ
な
い
額

と
し
て
、
政
令
の
基
準
以
上
の
額
を
、
条

例
で
定
め
る
必
要
が
あ
り
、
本
市
の
条
例

で
は
、
政
令
の
基
準
と
同
様
に
規
定
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

QAQA

大
竹
市
産
業
振
興
奨
励
条
例
の

　
　
　
　
　
　
　
一
部
改
正
に
つ
い
て

事
業
者
に
対
す
る
周
知
に
つ
い
て
問
う
。

ま
た
、
商
工
会
議
所
や
中
小
企
業
診
断
士

な
ど
の
士
業
等
に
も
周
知
を
し
て
い
る
の

か
問
う
。

周
知
方
法
と
し
て
は
、
固
定
資
産
税
の
納

税
通
知
書
と
共
に
産
業
奨
励
金
の
ご
案
内

も
送
付
し
て
い
る
。
ま
た
、
制
度
の
案
内

や
申
請
書
類
等
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

掲
載
し
て
い
る
。
商
工
会
議
所
等
で
は
、

す
で
に
こ
の
制
度
を
熟
知
さ
れ
て
お
り
、

要
件
に
合
う
事
業
者
の
手
伝
い
等
を
し
て

い
る
。

QA
債
務
負
担
行
為
の
追
加
の
市
制
施
行
70
周

年
記
念
式
典
に
要
す
る
経
費
で
、
近
年
、

原
材
料
費
の
高
騰
が
問
題
に
な
っ
て
い
る

が
、
前
回
の
市
制
施
行
60
周
年
記
念
式
典

と
比
較
し
た
想
定
予
算
の
算
定
に
つ
い
て

問
う
。
ま
た
、
市
制
施
行
70
周
年
記
念
式

典
の
内
容
に
つ
い
て
問
う
。

市
制
施
行
60
周
年
記
念
式
典
の
時
は
大
竹

市
の
直
営
と
い
う
こ
と
で
、
経
費
ご
と
の

算
出
が
で
き
る
が
、
今
回
の
市
制
施
行
70

周
年
記
念
式
典
は
民
間
に
委
託
し
よ
う
と

QA

QA

令
和
５
年
度
大
竹
市
一
般
会
計
補
正
予

算
及
び
、令
和
５
年
度
大
竹
市
港
湾
施

設
管
理
受
託
特
別
会
計
補
正
予
算
に
つ

い
て

し
て
お
り
、
企
画
運
営
費
や
人
件
費
等
が

委
託
料
の
中
に
含
ま
れ
る
。
今
後
、
民
間

か
ら
提
案
を
受
け
て
、
事
業
者
を
決
め
、

事
業
を
運
営
す
る
た
め
、
現
時
点
の
比
較

は
難
し
い
。

ま
た
、
市
制
施
行
70
周
年
記
念
式
典
の
内

容
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
は
、
９
月
１

日
に
ア
ゼ
リ
ア
お
お
た
け
全
館
を
使
用
し

て
大
竹
の
魅
力
を
実
感
し
て
も
ら
え
る
よ

う
な
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
を
想
定
し
て
い

る
。
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
、今
後
、

民
間
か
ら
提
案
を
受
け
た
い
と
考
え
て
い

る
。

事
継
続
費
の
補
正
の
大
竹
駅
東
西
広
場
整

備
事
業
で
、
工
期
が
遅
れ
た
理
由
と
予
算

額
が
増
額
に
な
っ
た
理
由
に
つ
い
て
問
う
。

工
期
の
遅
れ
に
つ
い
て
は
、
令
和
５
年
２

月
19
日
に
自
由
通
路
と
橋
上
駅
舎
の
供
用

開
始
を
行
っ
た
あ
と
に
、Ｊ
Ｒ
西
日
本
に

お
い
て
、
旧
駅
舎
の
解
体
及
び
ホ
ー
ム
の

屋
根
の
復
旧
工
事
を
行
っ
て
い
る
。
本
来

は
９
月
末
ま
で
に
完
了
す
る
予
定
で
あ
っ

た
が
、
12
月
ま
で
進
捗
が
遅
れ
て
い
る
。

大
竹
駅
東
西
広
場
整
備
工
事
は
、Ｊ
Ｒ
西

日
本
の
工
事
の
終
了
後
で
な
い
と
着
手
が

で
き
な
い
た
め
、
西
口
広
場
全
体
の
完
成

を
令
和
６
年
度
中
か
ら
令
和
７
年
度
中
に

変
更
す
る
も
の
で
あ
る
。

次
に
、
予
算
の
増
額
に
つ
い
て
は
、
資
材

価
格
の
高
騰
が
原
因
で
あ
る
。
具
体
的
に

は
、
西
口
広
場
の
ロ
ー
タ
リ
ー
と
交
流
広

場
に
設
置
す
る
シ
ェ
ル
タ
ー
の
資
材
価
格

が
高
騰
し
て
い
る
。

市制施行70周年記念
魔法使いコイちゃん

採
決
の
結
果
、
す
べ
て
の
議
案
が

本
会
議
で
の
採
決
の
結
果

原
案
の
と
お
り
可
決

原
案
の
と
お
り
可
決

本会議へ

か
ず
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第5回定例会は、令和5年11月30日~12月14日の15日間に行われました。
詳細については、令和 6 年 3 月ごろに本会議録が製本されますので、市ホー
ムページ、市情報公開コーナー、図書館等でご覧ください。市ホームページ
から録画中継もご覧いただけます。

中市堰歩道橋

生活環境委員会 主な審査内容

漁
業
集
落
排
水
事
業
及
び
農
業
集
落
排
水

事
業
の
今
後
の
使
用
料
改
定
に
つ
い
て
上

下
水
道
局
の
考
え
を
問
う
。

農
業
集
落
排
水
事
業
及
び
漁
業
集
落
排
水

事
業
の
使
用
料
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で

公
共
下
水
道
料
金
を
引
き
上
げ
る
時
に
、

同
等
と
な
る
よ
う
に
引
き
上
げ
を
行
っ
て

い
る
。
公
共
下
水
道
経
営
戦
略
を
５
年
に

一
度
見
直
し
を
行
う
際
、
公
共
下
水
道
料

金
の
引
き
上
げ
が
必
要
か
ど
う
か
を
判
断

し
農
業
集
落
排
水
・
漁
業
集
落
排
水
の
使

用
料
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
。

QAQA

財
産
の
無
償
貸
付
け
に
つ
い
て

旧
松
ケ
原
小
学
校
の
土
地
、
建
物
を
、
平

成
31
年
度
か
ら
無
償
貸
与
し
て
い
る
が
、

事
業
内
容
、
利
用
状
況
を
問
う
。

現
在
、
社
会
福
祉
法
人
美
和
福
祉
会
が
、

旧
松
ケ
原
小
学
校
に
お
い
て
行
っ
て
い
る

事
業
内
容
や
利
用
状
況
は
、
就
労
継
続
支

援
Ｂ
型
に
つ
い
て
は
、
主
に
平
日
の
開
所

で
、
定
員
10
名
に
対
し
、
利
用
率
は
、
月

平
均
88
％
で
あ
る
。
次
に
、
生
活
介
護
事

業
は
主
に
平
日
の
開
所
で
、
定
員
14
名
に

対
し
、
利
用
率
は
月
平
均
91
％
で
あ
る
。

ま
た
日
中
一
時
支
援
事
業
は
、
定
員
６
名

に
対
し
、利
用
率
月
平
均
15
％
で
あ
る
が
、

平
日
は
生
活
介
護
な
ど
別
の
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
さ
れ
る
方
が
お
ら
れ
る
為
で
あ
る
。

相
談
支
援
事
業
で
は
56
名
の
方
が
契
約
さ

れ
て
い
る
。

産
前
産
後
期
間
に
お
け
る
保
険
料
の
免
除

に
つ
い
て
出
産
予
定
月
で
の
申
請
と
の
こ

と
だ
が
、
出
産
月
で
の
修
正
申
告
は
可
能

か
を
問
う
。

出
産
予
定
月
と
出
産
日
が
異
な
る
事
実
が

判
明
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
届
け
出
を
行

う
世
帯
主
等
の
負
担
軽
減
の
為
、
保
険
料

の
再
計
算
は
行
わ
な
い
運
用
が
原
則
で
あ

る
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
不
利
益
が
生
じ

る
場
合
は
、
世
帯
主
か
ら
の
修
正
申
告
に

よ
り
再
計
算
を
行
う
こ
と
が
出
来
る
。
チ

QAQA

QA

大
竹
市
漁
業
集
落
排
水
事
業
及
び
大
竹

市
農
業
集
落
排
水
事
業
に
地
方
公
営
企

業
法
の
全
部
を
適
用
す
る
こ
と
に
伴
う

関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例
の
制

定
に
つ
い
て

大
竹
保
育
所
を
改
修
し
て
い
る
約
１
年
半

の
間
、
現
状
よ
り
人
数
が
多
い
状
態
で
本

町
保
育
所
で
の
保
育
が
行
わ
れ
る
が
、
安

全
面
の
配
慮
に
つ
い
て
問
う
。

保
育
補
助
員
を
配
置
す
る
な
ど
、
安
全
面

や
児
童
の
心
理
面
に
配
慮
し
た
職
員
配
置

を
行
っ
て
い
く
こ
と
を
考
え
て
い
る
。
ま

た
本
町
保
育
所
周
辺
の
民
間
駐
車
場
を
追

加
で
確
保
す
る
予
定
で
あ
る
。

大
竹
市
保
育
所
設
置
条
例
の

　
　
　
　
　
　
　一部
改
正
に
つ
い
て

大
竹
市
国
民
健
康
保
険
条
例
の

　
　
　
　
　
　一部
改
正
に
つ
い
て

市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て

元
町
二
丁
目
か
ら
和
木
町
瀬
田
を
つ
な
ぐ

橋
梁
を
市
道
認
定
す
る
理
由
及
び
今
後
の

管
理
に
つ
い
て
問
う
。

市
道
認
定
し
よ
う
と
す
る
橋
は
、
完
成
し

て
か
ら
約
30
年
経
過
し
て
い
る
。
現
在
、

市
道
橋
に
お
い
て
実
施
し
て
い
る
橋
梁
長

寿
命
化
事
業
と
同
様
、
特
定
財
源
を
利
用

し
て
詳
細
な
点
検
調
査
を
実
施
し
、
道
路

法
の
道
路
と
し
て
適
正
な
維
持
管
理
を
行

う
た
め
に
、
市
道
路
線
と
し
て
新
た
に
認

定
す
る
。
和
木
町
と
は
、
こ
れ
ま
で
と
同

様
に
、
協
定
書
に
基
づ
き
管
理
を
行
う
。

今
後
、
橋
梁
点
検
の
実
施
や
点
検
に
よ
る

補
修
工
事
が
必
要
な
場
合
に
は
、
大
竹
市

で
施
工
し
、
和
木
町
に
は
半
分
の
負
担
金

を
出
し
て
頂
く
か
た
ち
で
行
う
。

採
決
の
結
果
、
す
べ
て
の
議
案
が

本
会
議
で
の
採
決
の
結
果

原
案
の
と
お
り
可
決

原
案
の
と
お
り
可
決

本会議へ

ラ
シ
等
に
よ
り
周
知
を
図
る
予
定
で
あ

る
。

7大竹市議会だより
TA K E


